
質疑応答書 

令和８年５月 15 日  

 

入札件名 令和９年度矢板市路線価再評価業務委託 

 

質 問 事 項 回 答 

１．仕様書第２７条（路線価追加検討）第

４項に記載の「現年の土地価格比準表」は

貸与資料に含まれますでしょうか。 

 

２．仕様書第２７条（路線価追加検討）第

４項にて、「～、現年の土地価格比準表を用

いて路線価を算出するものとし、～」とあ

りますが、鑑定評価書に基づく土地価格比

準表の調整は受注者で実施するものという

認識でよろしいでしょうか。受注者で実施

する場合、調整後の土地価格比準表は成果

品に含まれますでしょうか。 

１．昨年度に作成した土地価格比準表を貸

与します。 

 

 

２．鑑定評価書に基づく比準表の調整は受

注者で実施するものとします。また、調整

後の土地価格比準表は成果品に含むものと

し、履行期間満了時に提出していただきま

す。 

（注） 

   ・この質疑応答書は、仕様書の追補とみなす。なお、この用紙には業者名を記入しな

いこと。 


